岡崎市観光案内所嘱託員募集
１．雇用期間

　　平成２３年４月１日～。１年毎の更新とする。
２．対象者

　　岡崎市の観光案内業務ができる方。
３．勤務場所

　　名鉄東岡崎駅構内　岡崎市観光案内所

４．勤務時間

　　午前９時～午後１時、午後１時～５時の１日４時間２交代制とする。
また、１週間（日曜～土曜）のうち３日以内とする。
※年末年始（１２月２８日～１月３日）は休業。
５．賃金単価

　　岡崎市非常勤職員の賃金単価に準じて任命権者が定める額とする。（現在は、８３０円）

６．雇用申込手続

　　雇用の申込みに当たっては、平成２３年雇用申込書を岡崎市観光課まで提出すること。

　　提出書類の受付は平成２３年２月２８日（月）午後５時までとする。
７．面接試験

　　上記６の書類について提出された書類の審査等を行い、面接についての案内を通知する。

　　　≪面接試験≫

日程・・・平成２３年３月４日（金）

　　　　時間・・・案内の通知にてお知らせ

　　　　場所・・・岡崎市役所西庁舎７階７０４号室

８．雇用決定

面接を行った後、雇用の可否を決定し、文書でその旨を通知する。
９．その他の勤務条件

　　嘱託員の年次休暇、賃金、通勤手当等の支給方法その他の勤務条件は、岡崎市嘱託員の
勤務条件に関する規則の定めに準じて、任命権者が定める。
